
①福祉・介護職員等処遇改善加算収入状況

R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12 R8.1 R8.2 R8.3 合計
入所 504,164円 514,801円 493,057円 500,078円 497,981円 468,730円 468,145円 468,145円 484,741円 479,954円 414,692円 454,968円 5,749,456円

生活 272,872円 505,253円 543,588円 553,306円 488,435円 489,633円 436,756円 436,756円 492,903円 451,520円 411,538円 485,861円 5,568,421円

就労B 56,292円 50,879円 55,573円 57,550円 49,610円 50,510円 50,647円 50,647円 52,750円 32,266円 48,595円 55,986円 611,305円
合計 833,328円 1,070,933円 1,092,218円 1,110,934円 1,036,026円 1,008,873円 955,548円 955,548円 1,030,394円 963,740円 874,825円 996,815円 11,929,182円

②令和７年度 ベースアップ等加算支援加算手当

手当支給額

R7.4 R7.5 R7.6 R7.7 R7.8 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12 R8.1 R8.2 R8.3 合計
支給額 588,000円 588,000円 597,523円 588,000円 588,000円 608,000円 608,000円 608,000円 608,000円 551,162円 568,000円 568,000円 7,068,685円

令和７年4月～3月の間、常勤（週40時間）の福祉・介護職員（生活支援員・職業指導員）に対し、『ベースアップ等支援加算手当（月額：40,000円）を支給する。
なお、各職種において、勤務時間が週40時間に満たない職員に対しては、常勤換算に基づいた割合で支給する。（常勤換算で0.5の職員の場合、40,000円×0.5＝
20,000円）



③令和７年度 福祉・介護職員等処遇改善一時金（職種・経験割）

④令和７年度 福祉・介護職員等処遇改善一時金（均等割り）

職種 支給額 均等配分 職種・経験配分 対象人数 常勤換算 一人当たり 11,929,182円

施設長 74,000円 0円 74,000円 1 1 74,000円 11,929,182円

サービス管理M 592,000円 0円 592,000円 2 2 296,000円
生活支援員 3,502,500円 1,415,700円 2,086,800円 15 12.1 289,463円 7,068,685円

職業指導員 265,000円 117,000円 148,000円 1 1 265,000円 5,032,900円

看護師 74,000円 0円 74,000円 1 1 74,000円 12,101,585円

栄養士 74,000円 0円 74,000円 1 1 74,000円
調理師 340,400円 0円 340,400円 6 4.6 74,000円
事務員 111,000円 0円 111,000円 2 1.5 74,000円

合計 5,032,900円 1,532,700円 3,500,200円 29 24.2 207,971円

加算収入額
合 計

手当支給見込み額

一時金支給額
合 計

148,000円を基本額をとして、下記の通り一時金を年度末に支給する。
a.常勤（週40時間）で、勤続年数が10年以上の介護福祉士資格を有する福祉・介護職員（生活支援員・職業指導員）及びサービス管理責任者に対して、基本額×２
の一時金を支給する。
b.常勤（週40時間）で、勤続年数が10年未満の福祉・介護職員（生活支援員・職業指導員）及びサービス管理責任者、勤続年数が10年以上であっても介護福祉士資
格を有さない福祉・介護職員に対して、基本額×１の一時金を支給する。
c.常勤（週40時間）で、a及びb以外のその他の職種の職員に対して、基本額×１/2の一時金を支給する。
なお、各職種において、勤務時間が週40時間に満たない職員及び中途採用職員に対しては、基準日（3/1）時点での勤務時間に基づく割合に応じて支給する。

常勤（週40時間）の福祉・介護職員（生活支援員・職業指導員）に対し、「加算収入総額」から「①ベースアップ等加算支援加算手当総額」と「②福祉・介護職員
等特定処遇改善一時金（職種・経験割）総額」を差し引いて生じた余剰額を均等に割り支給する（1人あたり117,000円）。
なお、各職種において、勤務時間が週40時間に満たない職員及び中途採用職員に対しては、基準日（3/1）時点での総勤務時間に基づく常勤換算割合に応じて支給す
る。



【職場環境等要件について】

入職促進に向けた取組 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築（採用の実績でも可）

生産性向上（業務改善及び働
く環境改善）のための取組

業務支援ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端末、スマートフォン端末等）の導入

やりがい・働きがいの醸成 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

資質の向上やキャリアアップ
に向けた支援

働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の
生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等

両立支援・多様な働き方の
推進

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

腰痛を含む心身の健康管理
福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理
改善の研修等の実施


